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災害時における被災動物対策に関する協定書 
 
 
山形県（以下「甲」という。）と社団法人山形県獣医師会（以下「乙」という。）とは、

災害時における被災動物（ペット）対策について、次のとおり協定を締結する。 
 
（趣旨） 
第１条 この協定は、山形県地域防災計画に基づき、災害時の被災動物（ペット）対策を

円滑に実施するため、甲が行う被災動物（ペット）対策に対する乙の協力に関し、必要

な事項を定めるものとする。 
 
（避難所等への獣医師の派遣） 
第２条 甲は、必要に応じ乙に対して避難所等への獣医師の派遣を要請するものとし、乙

は、甲の要請に基づく獣医師の派遣に努めるものとする。 
 
（動物の適正な飼養に関する指導、助言） 
第３条 甲、乙は市町村等と連携し、飼い主とともに避難所等へ避難した動物の適正な飼

養に関する指導、助言等必要な措置を行う。 
 
（被災地域における動物の保護） 
第４条 甲、乙は市町村等と連携し、負傷動物又は放し飼いの状態にある動物の保護、収

容を行う。 
 
（相談窓口の設置） 
第５条 甲、乙は市町村等と連携し、ペット相談窓口を開設するものとする。 
 
（連絡責任者） 
第６条 この協定に関する連絡責任者は、甲については総務部危機管理室総合防災課長と

し、乙については事務局長とする。 
 
（協議） 
第７条 この協定に定めのない事項及びこの協議に疑義が生じた場合は、甲、乙協議のう

え決定するものとする。 
 
 
この協定の締結を証するため、本協定書２通を作成し、甲、乙が記名押印のうえ、それ

ぞれ１通を保有する。 
 
平成１９年２月９日 

 
甲  山形市松波二丁目８番１号 

山形県知事   齋 藤  弘 
 
 

乙  山形市吉原二丁目８番６号 
   社団法人山形県獣医師会 

会   長   勝 見  晟 
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山形県(以下「甲」という。)と、東北電力株式会社山形支店(以下「乙」という。)及び東北電

カネットワーク株式会社山形支社(以下「丙」という。)は、災害時の協力に関し、次のとおり協

定を締結する。

(目的)

第1条甲、乙及び丙は、大規模地震及び台風等の災害発生に伴い、大規模な停電等が発生した場

合において、三者が緊密な連携を保ち、住民の生活と安全を確保するために電力設備の迅速かつ

円滑な復旧を図るものとする。

災害時の協力に関する協定書

(災害情報の提供)

第2条甲、乙及び丙は、それぞれ早期の状況把握に努めるとともに、必要な災害情報を提供する

ものとする。

2 乙及び丙は、大規模な停電等が発生した場合、停電地域、停電戸数、停電の原因、停電発生時

間、復旧時間等の情報を甲に提供するものとする。

(県災害対策本部へのりエゾンの派遣)

第3条震度6弱以上の大規模地震及び台風等による大規模な災害により停電等の発生の恐れが

あり、あるいは停電等が発生し、甲が災害対策本部を設置した場合、乙及び丙は甲からの要請を

待つことなく、甲が設置した災害対策本部にりエゾンを派遣するものとする。

2 派遣されたりエゾンは、災害情報の収集・伝達等に関する乙及び丙の窓口としての機能を担う

ものとする。

(電力設備の復旧)

第4条災害により大規模な停電が発生した場合、乙及び丙は、乙及び丙の供給管轄区域内の被害

状況の把握を行い、甲の意見を踏まえ、医療機関(総合病院)、災害復旧対策の中枢となる官公

署・避難場所等、重要施設への電力設備の復旧を可能な限り優先して実施するものとする。

2 前項を実施するにあたり、あらかじめ優先的に復旧が必要な重要施設をりスト等により甲、乙

及び丙が共有するものとし、電源の確保が必要な施設への電源車等の配備については、甲、乙及

び丙が調整のうえ、乙又は丙の判断によるものとする。

(復旧作業に対する協力)

第5条積雪、なだれ、士砂災害、倒木等により甲が管理する道路が通行不能となり、乙及び丙の

電力復旧作業に支障をきたす場合、甲は当該区間の迅速な道路復旧作業に努めるものとする。

(平時における連携)

第6条倒木等による停電や道路の寸断等の発生を防止するため、支障となる樹木の事前伐採につ

いて、甲、乙及び丙が連携し、それぞれの行う業務の範囲において協力するよう努めるものとする。
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(資材置場等の確保に対する協力)

第7条災害時において、乙及び丙の電力復旧作業に必要な資材置場、駐車場等の確保にあたって

は、甲は乙及び丙の要請に協力するよう努めるものとする。

(自衛隊の派遣要請)

第8条電力復旧作業を行ううえで自衛隊の派遣が必要と認められる場合、乙及び丙は甲に対し自

衛隊の派遣要請を依頼し、甲は乙及び丙からの要請に基づき迅速な対応に努めるものとする。

(連絡体制)

第9条この協定に関する甲、乙及び丙それぞれの連絡個所、担当者名、電話番号等については、

年1回以上三者で確認のうぇ任意様式の連絡先一覧等を作成し、甲、乙及び丙それぞれで保持す

るものとする。

(協議)

第 10 条この協定に定めのない事項及び疑義が生じた場合は、甲、乙及び丙協議のうえ決定する

ものとする。

(旧協定の失効)

第Ⅱ条甲乙間で平成 19年3月器日付締結した「災害時の協力に関する協定書」は、本協定の

締結に伴い失効するものとする。

この協定を証するため、甲、乙及び丙記名押印のうえ各自1通を保有するものとする。

令和 3年2月5日

甲 山形市松波二丁目8番1

山形県知事吉村美栄

乙 山形市本町二丁目1番9号

東北電力株式会社

執行役員山形支店長

丙 山形市本町二丁目1番9号

東北電カネッ

山形支社長

,,ノゞ、'
ハ■'遵K;巨》ノ勘

トワーク株式会社
/侭ゞゞ、

茂木明浩、紬'ー
、、熊
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山形県およびヤフ一株式会社(以下「ヤフー」という)は、災害に係る清報発信等に関し、

次のとおり協定(以下「本協定」という)を締結する。

第1条(本協定の目的)

本協定は、山形県内の暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波その他の災害に備

え、山形県が山形県民に対して彪、要な情報を迅速に提供し、かつ山形県の行政機能の低

下を軽減させるため、山形県とヤフ一が互いに協力して様々な取組みを行うととを目的

とする。

災害に係る情報発信等に関する協定

第2条(本協定における取組み)

1 本協定における取組みの内容は次の中から、山形県およびヤフ一の両者の協議により

具体的な内容および方法について合意が得られたものを実施するものとする。

(1)ヤフ一が、山形県の運営するホームページの災害時のアクセス負荷の軽減を目的

として、山形県の運営するホームページのキャッシュサイトをヤフーサービス上に

掲載し、一般の閲覧に供すること。

(2)山形県が、山形県内の避難所等の防災情報をヤフ一に提供し、ヤフ一が、これら

の情報を平常時からヤフーサービス上に掲載するなどして、一般に広く周知するこ

と。

(3)山形県が、山形県内の避難勧告、避難指示等の緊急情報をヤフ一に提供し、ヤフ

ーが、これらの情報をヤフーサービス上に掲載するなどして、一般に広く周知する

(4)山形県が、災害発生時の山形県内の被害状況、ライフラインに関する清報および

避難所におけるボランティア受入れ情報をヤフ一に提供し、ヤフ一が、これらの情

報をヤフーサービス上に掲載するなどして、一般に広く周知すること。

(5)山形県が、山形県内の避難所等における必、要救援物資に関する情報をヤフ一に提

供し、ヤフ一が、この必要救援物資に関する情報をヤフーサービス上に掲載するな

どして、一般に広く周知すること。

(6)山形県が、山形県内の避難所に避難している避難者の名簿を作成する場合、ヤフ

ーが提示する所定のフォーマットを用いて名簿を作成すること。

2 山形県およびヤフ一は、前項各号の事項が円滑になされるよう、お互いの窓口となる

連絡先およびその担当者名を相手方に連絡するものとし、これに変更があった場合、速

やかに相手方に連絡tるものとする。

3 第 1 項各号に関する事項および同項に記載のない事項についても、山形県およびヤフ

ーは、両者で適宜協議を行い、決定した取組みを随時実施するものとする。

第3条(費用)

前条に基づく山形県およびヤフ一の対応は別段の合意がない限り無償で行われるもの

YJ、SI001-0000 YJC19-1012T153-0001

とこ
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とし、それぞれの対応にかかる旅費・通信費その他一切の経費は、各自が負担するもの

とする。

宴

第4条(情報の周知)

ヤフ一は、山形県から提供を受ける情報について、山形県が特段の留保を付さない限

り、本協定の目的を達成するため、ヤフ一が適切と判断する方法(提携先への提供、ヤ

フーサービス以外のサービス上での掲載等を含む)により、一般に広く周知することが、

できる。ただし、ヤフ一は、本協定の目的以外のために三次利用をしてはならないもの

とする。

第5条(本協定の公表)

本協定締結の事実および本協定の内容を公表する場合、山形県およびヤフ一は、

時期、方法および内容について、両者で別途協議のうえ、決定するものとする。

第6条(本協定の期間)

本協定の有効期間は、本協定締結日から1年間とし、期間満了前までにいずれかの当事

者から他の当事者に対し期間満了によって本協定を終了する旨の書面による通知がなさ

れない限り、本協定はさらに1年間自動的に更新されるものとし、以後も同様とする。

第7条(協議)

本協定に定めのない事項および本協定に関して疑義が生じた事項にっいては、山形県

およびヤフ一は、誠実に協議して解決を図る。

以上、本協定締結の証として本書2通を作成し、山形県とヤフ一両者記名押印のうえ各1

通を保有する。

令和元年12、月ユb e

その

山形県

YJ、SI001-0000

山形県山形市松波二丁目8番1

山形県知事 吉 村美栄

ヤフー 東京都千代田区紀尾井町1番3号

ヤフ一株式会社

良四にX武J、、、代表取締役川邊健太
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山形県と公益社団法人日本青年会議所東北地区山形ブロック協議会との

災害時相互連携に関する協定書

山形県(以下、「甲」という。)と公益社団法人日本青年会議所東北地区山形ブロック協

議会(以下、「乙」という。)は、自然災害が発生した場合(以下、「災害時」という。)の

災害ボランティア活動における協力に関し、次のとおり協定を締結する。

(目的)

第1条この協定は、山形県内における災害時において、甲及び乙が相互に協力して災害

ボランティア活動の支援を効率的かつ効果的に行うことを目的とする。

(協力の内容)

第2条甲及び乙は、災害時において次に掲げる事項について、相互に協力して行うもの

とする。

(1)被災地の情報収集と共有及び二ーズの把握

(2)災害ボランティア活動に関する情報発信

(3)災害ボランティア活動に必要な資機材等の調達、仕分け及び輸送

(4)専門的な技能を活用した支援活動

(5)前各号に掲げるもののほか、甲乙協議して定める活動

(車両の通行)

第3条甲は、乙が資機材等を輸送する際は、緊急又は優先車両として通行できるよう支

援するものとする。

(平時における活動)

第4条甲及び乙は、災害時において本協定が円滑に運用されるよう、平時から情報交換

を行うとともに、合同で研修や訓練等を行うものとする。

(経費の負担)

第5条乙が行う活動に係る経費については、原則として乙の負担とする。

(有効期間)

第6条本協定の有効期間は、締結の日から起算して1年間とする。但し、協定の有効期

間満了の日から30日前までに、甲乙いずれからも特段の申し立てがない場合は、有効期

間満了の日の翌日から更に1年間有効とし、以後も同様とする。

(協議)

第7条本協定に定めのない事項又は本協定に定める事項に疑義等が生じた場合は、甲と

乙が協議のうえ、これを定めるものとする。
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本協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲及び乙それぞれの署名押印のうぇ、

各自その1通を保管するものとする。

令和2年10月27日

(甲)山形県山形市松波二丁目8番1号

(乙)山形県天童市東本町一丁目3番21号

公益社団法人天童青年会議所内

公益社団法人日本青年会議所東北地区山形ブロック協議会

山形県知事 吉"美朱

長
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災害時の避難所等における外部給電可能な車両からの

電力供給の協力に関する協定書

山形県

山形トヨタ自動車株式会社

山形トヨペット株式会社

トヨタカローラ山形株式会社

ネッツトヨタ山形株式会社
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山形県(以下「甲」という。)と山形トヨタ自動車株式会社、山形トヨペット株式会

社、トヨタカローラ山牙井朱式会社、ネッツトヨタ山形株式会社(以下「乙」という。)

は、災害時の避難所等における外部給電可能な車両からの電力供給に関し、次のとお

り協定を締結する。

災害時の避難所等における外部給電可能な車両からの

電力供給の協力に関する協定書

(趣旨)

第1条この協定は、山形県内において災害が発生した場合に、甲、乙が相互に連携

し、円滑な災害応急対策を実施することを目的として、避難所等における外部給電

可能な車両からの電力供給の協力について必要な事項を定める。

(外部給電可能な車両の種類)

第2条甲が乙に対して要請する外部給電可能な車両は、次に掲げるものとする。

(1)燃料電池自動車

(2)電気自動車

(3)プラグイン・ハイブリッド自動車

(4)ハイブリッド自動車

(協力の要請)

第3条甲は、災害時における応急対策のため、乙が保有する外部給電可能な車両を

必要とする場合は、乙に対し書面(様式第2号)で要請するものとする。ただし、

緊急の場合は、電話等により要請し、事後速やかに書面を提出するものとする。

2 乙は、前項の規定により要請があったときは、可能な限り通常業務に優先して、

保有する外部給電可能な車両を貸与するよう努めるものとする。

(外部給電可能な車両の引渡し)

第4条乙は、前条の規定による甲からの要請を受け、外部給電可能な車両を貸与す

る場合は、乙が甲の指定する場所に運搬し、引渡しを行うものとする。乙が車両の

運搬が不可能な場合、甲乙両者で協議し、引渡しの方法を調整する。

(外部給電可能な車両の充電)

第5条外部給電可能な車両の充電は、乙が定める場所で行うほか、県企業局県営酒

田風力発電所で行うことができるものとする。

(貸与期間)

第6条外部給電可能な車両の貸与期間は、災害発生から3日間程度とする。期問変

更の必要がある場合は、甲、乙が協議の上、決定するものとする。



(貸与期間中の移動)

第7条貸与期間中に外部給電可能な車両の移動が必要な場合は、甲の責任において、

甲が指定する者に運搬させることができるものとする。

(報告)

第8条乙は、第3条の規定による甲からの要請に伴い、外部給電可能な車両を引渡

した場合は、甲に対し口頭又は電話等により報告するものとし、事後速やかに書面

(様式第3号)を提出するものとする。

(外部給電可能な車両の返却)

第9条乙が甲に貸与した外部給電可能な車両の返却時期及び場所にっいては、甲及

び乙が協議の上、決定する。

(費用負担)

第10条甲の要請に基づき乙が行った外部給電可能な車両の貸与期間中の費用につい

ては、甲が負担するものとする。ただし、乙から費用負担の申し出があった場合に

は、この限りではない。

2 前項の費用は、発災直前における適正価格を基礎として、甲、乙が協議の上、決

定するものとする。

(費用の支払い)

第Ⅱ条甲は、乙から費用の支払い請求があった場合は、速やかに乙に支払うものと

する。

(ネ削劃

第松条外部給電可能な車両の貸与期間中に生じた損害の補償にっいては、以下のと

おり取り扱うものとする。

(1)事故により、第三者に与えた物的あるいは人的損害にっいては、その損害の帰

責理由があるものが、補償責任を負うものとする。責めに帰すべき事由が不明な

場合は、甲、乙が協議の上、その賠償にあたるものとする。

(2)自動車保険が適用される場合の取扱いは、第13条の規定による。

(車両保険の扱い)

第 13条乙は、外部給電可能な車両の貸与にあたり乙の負担により自賠責保険及び任

意保険に加入するものとし、甲は貸与期間中に事故が発生した場合は、速やかに乙

へその旨を連絡し、乙の加入している保険の適用を受けるものとする。

2 前項の保険の適用を受けるに際しかかる費用にっいては、全て乙の負担とする。

ただし、甲の故意または重過失によって保険の適用を受けるに至った場合、あるい

は保険の適用が受けられなくなった場合は、免責分も含め甲の負担とする。



(使用上の留意事項)

第N条甲は、貸与を受けた外部給電可能な車両を以下のとおり使用するものとする0
(1)使用条件を守り、極力、安全な場所で使用する。
(2)原則として、山形県内で使用する。

(3)外部給電可能な車両の故障又は何らかの原因により使用できなくなった場西は、
第16条第3項の規定により、乙に速やかに報告する。

(連絡責任者)

第 15 条甲、乙は、この協定に関する連絡責任者を事前に定め、書面(様式弔1号)
により報告するものとする。また、当該連絡責任者に変更が生じた場口は、その都
度、相互に報告するものとする。

2 甲が第3条の規定による要請を行う場合及び乙が第8条の規定による報口を行う
場合は書面(様式第2号及び第3号)により連絡貝任者を報口するものとする0

(外部給電可能な車両の情報提供)

第 16条乙は、甲から求められた場合、災害時に外部給電可能な車両の1月報を甲に1疋
供する。

2 甲は、乙から求められた場合、貸与された外部給電可能な車両の使用状況に関す
る情報を、適宜、乙に提供する。

3 甲は、貸与期間中、外部給電可能な車両に不調が生じた易合など、火害応急対策
を進めるにあたり、問題が発生した場合には、速やかに乙に連絡し、甲、乙で対応
を協議する。

(司1係刺

第 17条乙は、この協定に基づく恊力体制が円滑に行われるよう、必要に応じて、甲
が行う防災訓練等に参加するものとする。

2 前項に規定する訓練の協力に要する費用は、原則として乙の負担とする0

(普及活動)
、

第18条甲と乙は、住民の自助による減災を促進するため、外部論電可育"な車の百及
や、災害時の車中泊にっいて、協力して周知に取り組む。

(協議)

第 19条この協定に定めのない事項、又はこの協定に疑義が生じた場西は、甲、乙が
協議の上、定めるものとする。

(有効期間)

第20条この協定の有効期間は、協定締結の日から起算して1年間とする0
ただし、この協定の有効期間満了の日の2ケ月前までに、甲、乙のいずれからも凹
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面による異議の申出がない限り、有効期間満了の日の翌日から起算して更に1年間

有効とし、以後も同様とする。

この協定の締結を証するため、本書5通を作成し、甲、乙がそれぞれ署名の上、

各1通を保有するものとする。

令和3年7月16日

甲

山形県山形市松波2-8-1

山形県

高捕 4_

山形県知事

乙

山形県山形市南一番町11-16

山形トヨタ自動車株式会社

代表取締役社長

吉府美耒子

山形県山形市飯田西5-5-2

山形トヨペット株式会社

代表取締役社長

山形県山形市南一番町1-15

トヨタカローラ山形株式会社

、金_..丕___寿_、_酷

代表取締役社長

山形県山形市東青田5-1-1

鈴_木_.瑩._子

於,_,_,_、、木___吉_.惚

ノ
長締取表弌

ノ、



様式第1号(第15条関係)

団体名

連絡先 (窓口責任者)

担当部署

役職・氏名

電話番号

FAX

E メールアドレス

夜間・休日等の緊急連絡先

<第1連絡先>

第1連絡先

連絡責任者届

担当部署

電話番号

携帯メールアドレス

<第2連絡先>

担当部署

電話番号

携帯メールアドレス

<第3連絡先>

第2連絡先

年

担当部署

携帯番号

電話番号

月

携帯メールアドレス

役職・氏名

<第4連絡先>

日

担当部署

携帯番号

電話番号

携帯メールアドレス

注

役職・氏名

夜間・休日等の緊急連絡先は4名以上の記入をお願いします。

携帯メールアド恢については、可能な範囲で記載をお願いします。

携帯番号

FAX

(目的外使用禁止)

「災害時の避難所等における外部給電可能な車両からの電力供給の協力に関する協定書」に記載す

る事項以外には利用しないこと。

役職・氏名

携帯番号

FAX

役職・氏名

FAX

FAX
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^

様式第2号(第3 ・ 15条関係)

外部給電可能な車両の提供協力要請書

00

「災害時の避難所等における外部給電可能な車両からの電力供給の協力に関する協定書」第3'1

5条に基づき、下記のとおり要請します。

記

1 災害の状況及び協力を要請する理由

様

2 要請内容

(1)外部給電場所及び車両等の情報

搬送場所

(内治体名・庁介化所)

^

2

外部給電予定場所

(施設名・イ11所)

3

年

4

月 日

※表が不足する場合には別紙としてもよい。

提供期問

(2)その他特記事項

職氏名

台数

('、)

所属名

3

連絡先

使用自治体担当者

(述絡先・1磯氏名)

要請に係る連絡責任者

自
至

自
至

自
至

冑
至

月
月

日
日

月
月

日
日

月
月

日
日

月
月

日
日



様式第3号(第8 ・ 15条関係)

外部給電可能な車両の提供協力受書

会社名

代表者名

「災害時の避難所等における外部給電可能な車両からの電力供%"の協力に関する協定臼」第8'1
5条に基づき、車両を提供しましたので、下記のとおり報告します0

記

1 外部給電可能な車両の提供実施内容

様

提供実施日

1 月

2

日

提供場所

(内治体名・庁合化所)

月

3

日

月

4

日

※表が不足する場合には別紙としてもよい。

2 報告に係る連絡責任者

月 日

年

提供期問

会社名

月

職氏名

連絡先

日

車種

^

台数

("?)

日
日

月
月

日
日

自
至

月
月

自
至

日
日

自
至

月
月

自
至

月
月

日
日



災害時における支援協力に関する

書定協

形

形

県遊

警

技業協同 組

県
察
合

形
県

山
山
山

Administrator
テキストボックス
2-13-19



山形県(以下「甲」という。)、山形県警察(以下「乙」という。)と山形県遊技

業協同組合(以下「丙」という。)は、災害時における支援協力に関し、次のとおり

協定を締結する。

災害時における支援協力に関する協定書

(目的)

第1条この協定は、山形県内において災害(災害対策基本法「昭和36年法律第2

23号第2条第1号に規定する災害をいう。」以下同じ。)が発生し、又は発

生するおそれがある場合(以下「災害時」という。)において、甲、乙の災害

対策に必要な支援活動に関し、丙の協力について必要な事項を定める。

(協力の範囲)

第2条本協定の協力は、次の各号に掲げる事項とする。

(1)車両を利用して避難する避難者(以下「車中避難者」という。)の安全確

保を目的とした対象施設(本条第2項に定義する。以下同じ。)の提供

(2)浸水想定区域等から避難する車両(以下「避難車両」という。)の受け入

れを目的とした対象施設の提供

(3)乙の災害対応等のための一時集結場所としての対象施設の提供

(4)対象施設に受け入れた車両での避難を行う者に対する飲料水、食料等の提

供

2 前項の恊力は、山形県内に所在する丙の組合員が管理する施設のうち、以下

の施設(以下「対象施設」という。)を対象とする。

(1)駐車場

(2)トイレ、水道施設及びその他の店舗部分(ただし、当該部分の使用につい

ては、甲、乙、丙が協議の上、決定するものとする。)

(協力の要請)

第3条甲は、災害時において、災害対策のために施設使用について必要であると認

めるとき、又は市町村からの要請があった場合は、丙に対して支援の協力を要

請するものとする。ただし、急を要する場合は、市町村が直接、自市町村内に

おける丙の組合員が管埋する施設等の所在地、特性、及び被災状況等を老慮し

た上で、丙の組合員に支援の協力を要請できるものとし、この場合、甲が丙に

対して要請したものと同様とする。

2 乙は、災害時において災害対策のために対象施設の使用について必要である

と認めるときは、丙に対して支援の協力を要請するものとする。

3 協力要請は、災害時における支援協力要請書(様式第1号)により行うもの

とする。ただし、急を要し、文書をもって要請することができないときは、適
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宜の方法により要請を行い、その後速やかに文書を提出するものとする。
4 丙、丙の組合員は、甲、乙の要請を待たずに必要な支援を行うことができる

ものとする。

(協力)

第4条丙は、前条の規定により支援協力の要請を受けたときは、丙の組△=ととも
に可能な限り支援協力をするものとする。

(対象施設の使用期間)

第5条対象施設の使用期間は、 3日以内とする。ただし、やむを得ない事佶がある
と認めた場合は、甲乙丙協議のうえ、期間を延長することができる。

(支援協力結果の報告)

第6条丙は、支援恊力を終了したときは、支援協力結果報告書(様式第2号)によ
り、速やかに支援要請を受けた甲又は乙に報告するものとする。

(費用の負1助

第7条第4条の規定による支援協力は、無償とする。

但し、丙は、組合員に過大な費用が発生するおそれがある場合は、事前に
甲又は乙と協議するものとする。

(担当者名簿等の提供)

第8条甲、乙、丙は、この恊定締結日、及び毎年4月1日現在の事務担当者名簿を
作成し、相互に交換するものとする。

2 丙は、丙の組合員の施設名簿絲且合員名簿)を毎年1回、甲及び乙に提供す

るものとし、施設に変更等があった場合は、甲、乙に報告するものとする。

なお、甲、乙は、丙から提出された丙の組合員の施設名簿係且合員名簿)にっ

いて、必要に応じて市町村及び警察署等の関係機関と共有することができるも
のとする。

3 甲、乙、丙は、平常時から相互の連絡体制等にっいて情報交換を行い、災害
発生時にそなえるものとする。

(協議)

第9条この協定に定めのない事項及びこの協定に関する疑義が生じたときは、その
都度、甲、乙、丙が協議して定めるものとする。

(有効期間)

第 10 条この協定は、締結の日からその効力を有するものとし、甲、乙、丙から特
段の意思表示がない限りその効力を継続する。
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この協定の締結を証するために本書3通を作成し、甲、乙、丙が署名の上、各自その

1通を保有するものとする。

令和4年3月24日

甲 山形県山形市松波二丁目8-1

山形県

ーネ"、吉相美弗子

乙 山形県山形市松波二丁目

山形県警察本部長

丙 山形県山形市宮町五丁目10-19 岡田ビル那皆

山形県遊技業協同組合

"._..,ト_._贅___.._1＼

倫
入

呈
一正途

↓
グ

長

8

事理



災害時における電動車両等の支援に関する協定書

山形県

三菱自動車工業株式会社

山形三菱自動車販売株式会社

Administrator
テキストボックス
2-13-20



山形県(以下「甲」という。)

び山形三菱自動車販売株式会社

両等の支援に関し次の条項によ

災害時における電動車両等の支援に関する協定書

(趣旨)
以第 1条この協定は、山形県内において災害(異吊かっ激甚な非吊火口をいう0

下同じ。)の発生時に、甲、乙及び丙が相互に連携し、円滑な火口応心、対策を
電動車両等の貸与にっいて必要な事項を定めるととも施することを目的として、

に、平時においても電動車両の災害の発生時における有用性を広く地域住民に周
知し、甲、乙及び丙が共に理解醸成に努めるものとする0

(電動車両等の種類)

る電動車両等は、次に掲げるものとする。第2条乙又は丙が甲に対して貸与す

(1)プラグィンハイブリツド EV

②電気自動車

③前二号に掲げるもののほか、自動車からの外部恰電に必要な機器

(貸与の要請)

第 3 条甲は、災害の発生時における応急対策のため、乙又は丙が保有する電動
両等(第 2 条に規定する電動車両等をいう。以下同じ。)の貸与を必要とする勿

合(行政区内から要請があった場合を含む。)は、乙に対し電話等により当畝貸
ものとする。この場合において、当該要請を受けた乙は、乙与に係る要請を行う

とが可能な電動車両等を確認し、丙と調整の上、当該要訥に又は丙が貸与する こ

係る対応にっいて甲に連絡するものとする。

(以下、電動車両等の貸与を行う者を「貸与者」という0

2 前項に規定する連絡を受けた後、甲は、貸与者に対し、

、三菱自動車工業株式会社(以下「乙」という。)及

(以下「丙」という。)とは、災害時における電動車

り協定を締結する。

様式1号

3 貸与者は、前項の規定により要請があったときは、危険性を考慮し、業務に支
障を来たさない範囲で、貸与者が保有する電動車両等を甲に優先的に貸与するよ

う努めるものとする。

4 乙は、第 2 項の規定により甲が要請する電動車両等の種類及び数里等に関し、

貸与者が保有する電動車両等を貸与することが困難な場凸は、屯動車両等の確保
に努めるものとする。

電動車両等の貸与にっ

ものとする 01(
二りよこ)、



(電動車両等の引渡し等)

第4条貸与者は、前条第 2 項の規定による要請を受け、電動車両等を甲に貸与す

る場合は、甲の指定する場所に運搬し、電動車両等の種類・数量について確認の

上で、甲が指定する者に対して引渡しを行うものとする。

2 貸与者は、前項の規定により、電動車両等の引渡しを行った場合は、速やかに

口頭又は電話等により甲に連絡し、甲に対して報告書(様式 2 号)を提出するも

のとする。

(貸与期間)

第5条電動車両等の貸与期間は、電動車両等の引渡し日から起算して 1週問程度

とする。ただし、貸与期間を変更する必要がある場合は、甲乙丙協議の上、決定

するものとする。

(電動車両等の返却)

第6条貸与者が甲に貸与した電動車両等の返却時期及び返却場所については、甲

乙丙協議の上、決定するものとする。

(費用負担)

第7条貸与期間中の電動車両等の貸与に係る費用は無償とし、その他の費用(電気

代、燃料代、その他消耗品等に係る費用)については、甲が負担するものとする。

2 前項の費用は、発災直前における適正な価格を基礎として、甲乙丙協議の上、

決定するものとする。

(補償)

第8条貸与期間中に生じた電動車両等による損害の補償については、次のとおり

とする。

①甲の責めに帰すべき事故により、第三者に与えた物的又は人的損害、もしくは

電動車両等に生じた損害については、甲が補償責任を負うものとする。ただし、

当該帰責事由が不明な場合は、甲乙丙協議の上、その賠償に当たるものとする。

②自動車保険が適用される場合は、次条の規定により取り扱うものとする。

(保険について)

第9条貸与者は、電動車両等の貸与に当たり自らの負担により自賠責保険及び任

意保険に加入するものとし、甲は、貸与期問中に事故が発生した場合は、速やか

に貸与者へその旨を連絡し、加入している保険の適用を受けるものとする。

2 前項に規定する保険の適用に保険会社免責分(保険加入者負担分)が発生した

場合は、原則甲が負担するものとする。



(費用の支払)
にっいて支払の請求があっ乙及び丙は、この協定に基づく正当な費用第 10条甲、
とする。これを支払うものた場合は、速やかに相手方に対して

(使用上の留意事項)

貸与を受けた電動車両等を次のとおり使用するものとする0第 11条甲は、

できるだけ安全な場所で使用する0②貸与者が説明する使用方法を遵寸し、

③原則として、山形県内で使用する0
第3項の3第 1なったとき よなよ④故障又は何らかの原因に

.、

定により、貸与者に速やかに連絡する0

(電動車両等の管理)
引渡しから第 6 条に定める返却時まで、貸与され第 12 条甲は、第 4 条に定める

使用状況の把握に努めるものとする0た電動車両等の使用者、使用場所、

(連絡責任者)

の協定に関する連絡責任者を事前に定め、報口臼(様第 13 条甲、乙及び丙は、こ
当該連絡責任者に変更が生じた場合式 3 号)により相互に報告するものとする0

も同様とする。

(電動車両等の情報提供)
られた場合は、災害時に電力供給が可能な電動車第 14条乙及び丙は、甲から求め

両等の情報を甲に提供するものとする0
られた場合は、貸与された電動車両等の使用状況に関2 甲は、乙及び丙から求め

する情報を、乙及び丙に提供するものとする0
災害応急対策を進めるに電動車両等に不調が生じた場合等、3 甲は貸与期問中、

甲、乙及び丙で対応を速やかに貸与者に連絡し、当たり問題が生じた場合には、

協議するものとする。

(平時の取組)

も電動車両の災害時における有用性を広く第 15 条甲、乙及び丙は、平時において
ことに努めるものとする。地域住民に周知し、理解を醸成していく

よう、必要に応じて、この協定に基づく協力体制が円滑に行われる2 乙及び丙は、

甲が行う防災訓練等に協力するものとする0
原則として丙の負担とする。3 前項の防災訓練等の協力に要する費用は、

り く



(不可抗力免責)

第 16条激甚な天変地異、戦争・内乱・暴動、法令の改廃・制定、公権力による命

令・処分、労働争議、輸送機関・通信回線の事故、交通の途絶、施設・設備の被災

その他当事者の責めに帰すことのできない不可抗力による協定の全部または一部

の履行遅滞、履行不能または不完全履行については、当該当事者は責任を負わな

いものとする。

(協議)

第 17 条この協定に定めのない事項又はこの協定に疑義が生じた事項は、甲乙丙協

議の上、定めるものとする。

(有効期間)

第 18 条この協定の有効期問は、協定締結の日から令和 5年3月31日までとすこ

る。ただし、この協定の有効期間満了の日の 2月前までに、甲、乙又は丙のいず

れからも書面による異議の申出がない限り、有効期間満了の日の翌日から起算し

て更に1年間有効期間を延長することとし、以後も同様とする。

この協定の締結を証するため、本書を 3 通作成し、

通を保有するものとする。

令和4年Ⅱ月4日

甲 山形県山形市松波二丁目8番1号

山形県

山形県知事

甲乙丙それぞれ署名の上、各 1

乙 東京都港区芝浦三丁目1番21号

三菱自動車工業株式会社

上席執行役

丙 山形県山形市五十鈴三丁目1番6号

山形三菱自動車販売株式会社

代表取締役

_._t____.f.1_____重__太

'1_.、込____五_寺_ル___

子、玉吉 1
一



(様式1号)

会社名

代表

災害時における電動車両等の貸与要請書

災害時における電動車両等の支援に関する協定第3条第2項の規定に基づき、次の通

り要請します。

担当者

様

口頭・電話等による要請日時

年

貸与要請理由

部署

氏名

電話番号

FAX番号

メーノレアドレス

月

電動車両等の種類・数量

日

貸与場所

貸与期間

山形県知事

その他必要な事項

種類

年 月

数量

日

住所

時 分

年 月 日 年 月 日



(様式2号)

山形県知事

災害時における電動車両等の貸与報告書

災害時における電動車両等の支援に関する協定第4条第2項の規定に基づき、

次の通り報告します。

担当者

会社名

代表

電動車両等の種類・数量

年 月

部署

氏名

電話番号

FAX番号

メーノレアドレス

貸与場所

日

貸与期間

その他必要な事項

種類

数量

住所

年 月 日 年 月 日



(様式3号)

災害時における電動車両等の支援に関する協定第13条の規定に基づき、
年

連絡担当部署報告書

第一順位

電話番号

FAX番号

メーノレアドレス

部署

氏名

第二順位部署

氏名

電話番号

FAX番号

メーノレアドレス

団体・会社名

年

第三順位部署

氏名

電話番号

FAX番号

メーノレアドレス

月 日

【本報告書の変更連絡先】

本報告書の記載内容を変更した場合、下記メールアドレス宛てにご連絡ください。

なお、三菱自動車側の記載内容に変更が生じた場合、同メールアドレスから本報告書記載の

ビ担当者様(メールアドレス)宛てにご連絡いたしますので予めビ了承ください。

「三菱自動車DEND0コミュニティサポートプログラム連絡事務局」

メーノレアドレス: info.dcsp@mitsubishi・motors.com

次の通り報告

日現在)月

※電話番号にっいては緊急時にも繋がるものが望ましい



Administrator
テキストボックス
2-13-21



災害時における協力に関する協定書

県形山

一般社団法人全日本冠婚葬祭互助協会

Administrator
テキストボックス
2-13-22



山形県(以下「甲」という。)と一般社団法人全日本冠婚葬祭互助協会(以下「乙」という。)

は災害時における支援協力に関し、次のとおり協定を締結する。

帽的)

第1条この協定は、山形県内で災害が発生し、もしくは発生のおそれがある場合又は山形県

以外で災害が発生した場合(以下「災害時」という。)に多数の死者及び被災者が一時的また

は集中的に発生する場合の迅速かつ円滑な応急対策を行うため、必要な手続き等について定

めるものとする。

(協力)

第2条甲は、災害時に乙の協力が必要と認めるときは、次に掲げる事項について乙に要請し、

乙はやむを得ない事由のない限り、通常業務に優先して協力するものとする。

(1)遺体の収容及び安置に必要な機材、資材及び消耗品並びに作業等の役務の提供

(2)遺体を安置する施設(葬儀式場等)の提供

(3)遺体搬送用寝台車及び霊枢車等による遺体搬送

(4)帰宅困難者に対する一時滞在施設の提供(結婚式場等)

(5)県内市町村が設置した避難所及び、乙が提供する一時滞在施設における、被災者に対

する炊き出しや継続的な食事等(弁当等)の提供

(6)その他甲の要請により乙が応じられる事項

(要i剤

第3条前条の要請は、次に掲げる事項を記載した文書をもって行うものとする。ただし、や.

むを得ない事態が発生したときは、電話、ファクシミリ等で要請し、その後速やかに災害時

協力要請書(第1号様式)を乙に送付するものとする。

(1)要請を行なった者の職氏名及び担当者氏名

(2)要請の理由 ユ

(3)要請の内容

(4)履行の場所

(5)協力を要請する期間 ゛

(6)その他要請に必要な事項

(協力の方法)

第4条乙は前条による甲の要詰があった場合、乙のできうる範囲において、甲の指示に従い、

第2条各号の協力を行うものとする。

災害時における協力に関する協定書

Y

J

、

ナ

,
＼
、

ミ
、



倖&告)

第5条乙は、第2条各号の協力をしたときは、次に掲げる事項を災害時要請業務報告書(第

2号様式)をもって甲に報告するものとする。

(1)遺体の収容及び安置に必要な機材、資材及び消耗品の数量並びに当該作業に従事した

者の氏名及び住所

(2)遺体を安置した施設(葬儀式場等)の使用した部屋の数及び使用した日数

(3)避難所等に供給した食事等の数量

(4)その他甲が乙に指示した事項

(経費の負1助

第6条甲は、前条による乙の報告があった場合、甲の要請に相違ないことを確認の上、乙が

要した経費について、甲が負担するものとする。

2 前項に規定する費用は、原則として、山形県災害救助法施行細則(昭和35年1月山形県規

則第4号)に規定する埋葬、死体の処理の費用を限度とする。

(経費の請求)

第7条乙は、前条の経費を甲に請求する場合は、甲の指定する方法により、一括して請求す

るものとする。

2 乙が遺族等の要請により、甲の要請事項の範囲を超える協力を行った場合、その経費は当

該要詰を行なった遺族等に請求する。

(経費の支払)

第8条甲は、前条に基づき乙からの請求があった場合には、乙が指定する支払先に速やかに

支払うものとする。

(一時滞在施設における受入者名簿の提供)

第9条一時滞在施設における対応状況や、災害救助法が適用された場合に施設の収容状況等

を国へ報告する必要があることから、乙は受入者名簿を作成し、甲より受入者名簿の提出を

求められた場合は、甲に提供するものとtる。,

2 乙は、施設管理者に対し、受入者名簿の情報提供を求める場合があることにっいてあらか
,

じめ周知し、施設管理者は、受入者に名簿の利用目的を明示した上で、必要な個人情報を取"

得するものとする。

(支援体制の整備)

第 10条乙は、災害時における円滑な協力体制が図れるよう、広域における応援体制及び情報

収集伝達体制の整備に努めるものとする。

風

(連絡責任者)

第Ⅱ条甲及び乙は、本協定に関する連絡責任者を選任し、互いに報告を行うものとする。連

絡責任者を変更したときも同様とする。

゛



(災害時の情報提供)

第12条乙は、協力業務の実施中に得た災害情報を、積極的に甲に提供するものどする。

(守秘義務)

第 13 条乙は、支援を行う場合において知り得た災害に係わる情報を、甲以外の者に漏らして

はならない。

(通知)

第 14条乙は、災害時における円滑な協力が図れるよう、この協定により協力できる乙の会員

名簿を毎年3月までに、甲に通知するものとする。

(協議)

第 15 条この協定に定めのない事項及び疑義が生じた事項は、その都度、甲、乙協議して定め

るものとする。

(効力)

第 16条この協定は、締結の日から効力を発生するものとし、令和 6年7月10日までとする。

ただし、期間満了の 2 ケ月前までに、甲又は乙から書面による解約の申し出がないときは、

なお、1年間効力を有するものとし、以降も同様とする。

この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲、乙記名押印の上、各 1通を保有するも

のとする。

令和5年7月11日

第1

つ

甲 山形県山形市松波二丁目8番1号

山形県
J

山形県知事 吉村戻赤子

シ悲邊.._;L、峡

乙

゛

リ

東京都港区西新橋1丁目18番12 COMS虎ノ門6階

一般社団法人全日本冠婚葬祭互助協会

豆

豆

牙

仁
よ

会



第1号様式

一般社団法人全日本冠婚葬祭互助協会会長

災害時における協力に関する協定第3条規定に基づき、次のとおり協力要請します。

要

災

様

担当者

口頭、電話等に

よる要請の日時

時協力要

職名

氏名

要

山形県知事

請 理由

年

要

壬三巨
而月

月

壬釜三

而月

年

内容

日

月

履行の場所

電話番号

日(

イテの期

は期

,

備

時

期日

期間

考

分頃

,

ー"^ノ

風

年 月 日

書害

請

日
日

月
月

年
年

履
又

日
間



第2号様式

山形県知事

災害時における協力に関する協定第5条の規定に基づき、次のとおり要詰業務を実施しま

した。

様

災

要

時要

担当者

口頭、電話等に

よる要請の日時

請

一般社団法人全日本冠婚葬祭亙助協会

会長渡邊正典印

職名

氏名

業務報

実施業務内容

年 月 日

従事者氏名

年

履行の場所

月

電話番号

日(

,

1テの期

は期 日

備

時

期日

期間

考

分頃

゛

ー'^

亀

年 月

告書

履
又

害

請

日
日

月
月

年
年

日
佶


